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児童手当支給事業

会計区分 事業類型 法定受託系

担当係

根拠法令・個別計画

6

事業番号 204

平成26年度 事務事業評価シート平成26年度 事務事業評価シート平成26年度 事務事業評価シート平成26年度 事務事業評価シート
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要要要要

一般会計 担当課

事務事業名 担当部

3

総合計画

分野別計画

予算区分

事業期間

子育て家庭を支援します

1

平成１２年度以前

教育・子育て

3

～

こども政策課

子育て支援係

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

児童手当法

2

平成３０年度以降

子育て支援

次代の社会を担う児童を持つ親の負担を軽減する。

【手当の内容】

　出生の翌日から15歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者に対して、

　毎年6月、10月、2月に手当を支給した。

　支給額：月額1人分

　3歳未満の児童：一律15,000円

　3歳以上の児童：第1子、第2子　10,000円

　　　　　　　　 第3子以降　15,000円

　6月分より所得制限が設けられ、超過者は、一律5,000円

◆25年度直接経費の内訳

　　消耗品費（222千円）

　　印刷製本費（1,076千円）

　　通信運搬費（4,321千円）
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直接経費

6,838

無

6,838

Ｈ25決算額

6870

1.00

2,936,995
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その他職員

人件費

従事者数

人件費

費

用

受益者負担

（手段）

対前年比

2,315,084

687

2,782,274

1.30

526

1.00

1.30

　　通信運搬費（4,321千円）

　　扶助費（手当支給額）（2,776,655千円）

◆26年度直接経費の内訳

　　旅費（3千円）

　　消耗品費（227千円）

　　印刷製本費（1,079千円）

　　通信運搬費（4,321千円）

　　扶助費（手当支給額）（2,923,840千円）

6,838

Ｈ26予算額

2,929,470

従事者数

585

1,849,107
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国・県支出金

473,502

Ｈ24決算額

209,055.7
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源

687

0.10

1.00

691

正職員

一般財源

420

費用合計

0その他財源

2,322,609

1.30

0.00

1,111 2,789,799
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105.2
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120.1
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2,037,0532,451,490
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度度度度
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実実実実

事業実施におけ

る課題

市民への周知、定着が必要である。

事業の

達成状況

H25
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H26H23
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398,427

209,417
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回

成果指標名

延受給者数

活動指標名

手当の支給回数

H23

-

3 3

3

H26

事業番号

H24

3

6月、10月、2月の3回の定期支払いを適切に行った。

-

人

75 252,696

268,176224,970
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年年年年

度度度度

のののの

改改改改

善善善善

内内内内

容容容容

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２６年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）
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評評評評
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事事事事
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方方方方

向向向向

性性性性

２７年度以降

の改善案

広報、HP等で制度についての周知を図る。

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

引き続き、手当を支給する必要があるため。判定理由

子育てをしている世帯の経済的負担の軽減がなくなり、実質的負担感が増加する。

子どもにかける費用が減少し、健全な育成が危ぶまれる。

（児童手当法に定められているため、縮小・廃止することは出来ない。）

方向性の判定

事業を縮小・

廃止したときの

影響

方向性の判定 判　定　理　由

維　持

申請、案内等漏れがないように、周知方法、案内等改善する点がないか検討する。

維　持

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

一次評価のとおり。


